
総合戦略の計画策定期間及び計画期間について 

1. 計画策定期間及び計画期間の延長 

 現総合戦略の計画期間は、昨年度、上位計画である第五次総合振興計画

の計画期間にあわせ、令和２年度まで１か年延長したところです。 

 現在、第六次総合振興計画の策定作業を進めておりますが、この度の新

型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、計画策定期間を延長

いたします。 

 このことに伴い、現総合戦略につきましては、計画策定期間及び計画期

間を第六次総合振興計画の策定にあわせ、延長いたします。 

 引き続き、現総合戦略に掲げる取り組みを推進してまいります。 

【図表１：計画策定の流れ】 
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2. 目標人口の達成状況 

 本市の人口は、７５，３５９人（令和２年１月１日）となっています。

現総合戦略に掲げる目標人口７４，０００人（令和２年１月１日時点）を 

上回っており、目標は達成しております。 

【図表２：目標人口と人口推移 
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